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独占禁止法第 70 条の 9（課徴金納付の督促、滞納処分）について 

国税の例（一定の場合に、延滞税の 2分の 1に相当する金額を免除することとされている。）を参考として、濫訴的な

審判請求を抑止すると同時に、被審人の争う権利を保護する観点から、審判手続の期間における課徴金の延滞金の率に

ついては、旧法第 64 条の 2第 2項に定める延滞金の率（＝年 14.5 パーセント）の 2分の 1である年 7.25 パーセント以

下とされた。 

ただし、…（租税特別措置法を参考とし）軽減後の延滞金の率については、政令において、各年の特例基準割合（各

年の前年の 11 月 30 日を経過する時における公定歩合に年 4%を加算した割合）が年 7.25%に満たない場合には、その年

中においては、当該特例基準割合とすることとされている（下記還付の割合についても同様）。 

 

独占禁止法第 70 条の 10（還付）について 

 課徴金が先に納付された場合において、審決で納付命令が取り消されたときは、国税通則法第 58 条の還付加算金の例

を参考に、納付された金額に一定の金利相当額を付して返還することとした（政令で定める加算金の率は、審判手続中

の延滞金の率と同率。）。この場合、金利を付す期間については、納付がなされたときの翌日から起算して、その還付の

ための支払決定をした日までである。 

（参考：諏訪園貞明編著 「平成 17 年改正独占禁止法」p144） 

独占禁止法 
第七十条の九  公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。  

２ 略 

３ 公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ、当該課徴金の額

につき年十四・五パーセントの割合（当該課徴金に係る納付命令について審判請求がされたときは、当該審判請求に対する審決書の謄本の送達の

日までは年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合）で計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が

千円未満であるときは、この限りでない。  

４ 以下略 

第七十条の十  公正取引委員会は、第六十六条第三項の規定により納付命令の全部又は一部を取り消した場合において、取消し前の納付命令に基づき既に納付さ

れた金額で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。  

２ 公正取引委員会は、前項の金額を還付する場合には、当該金額の納付があつた日の翌日からその還付のための支払決定をした日までの期間の

日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算

しなければならない。  

３ 前条第三項ただし書及び第四項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。 

課徴金に係る延滞金について 
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（参考 1）国税通則法第63条（納税の猶予等の場合の延滞税の免除）第4項及び第105条（不服申立てと国税の徴収との関係）について 

 

（国税通則法第 63条第 4項） 

 第 4 項の規定は、国税に関する法律の規定により徴収を猶予された国税の延滞税につき年 7.3%を越える部分につい

て免除するものである。 

 年 14.6%の加重延滞税は、早期納付を間接的に強制するものとして課されるものである。他方、徴収の猶予は、後述

の更正の請求等一定の請求、申請等がされた場合において、税務署長等が相当の理由があると認めたときに、その請

求等に対する処分がされるまでの間、その徴収を猶予するものである。 

 そこで、この免除は、一方で徴収を猶予しながら、他方で早期納付を強制するというのは、矛盾が生じるという問

題があるので、加重延滞税の半分を免除し、通常の延滞税の部分のみとしたものである。 

 免除期間の終期は、更正の請求等に対する処分がされた場合にはその処分の日（取下げの場合には取下げの日）で

あるが徴収の猶予の取消がされた場合にはその取消しの日となる。 

 なお、現行法上、徴収が猶予される場合としては、次のものがある。 

① 更正の請求がされた場合（法第 23条第 5項） 

② 不服申立がされた場合（法第 105 条第 2項、第 4項） 

③ 予定納税の減額申請がされた場合（所得税法第118 条） 

④ 所得税について、延払条件付譲渡に係る延納の申請がされた場合（所得税法第 133 条第 1項） 

⑤ 相続税又は贈与税について延納の申請がされた場合（相続税法第 40条第 5項） 

⑥ 相続税について物納申請がされた場合（相続税法第42条第 5項） 

 

（国税通則法第 105 条） 

 不服申立があった場合に、これにより直ちに原処分の執行を停止することとするならば、行政の運営を不当に阻害

する結果となるおそれがあるであろう。また場合によっては濫訴の弊を生じ、争訟制度そのものが円滑に機能するこ

とを困難にするかも知れない。しかし反面、このことをおそれる余り執行の停止をまったく認めないとすると、不服
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申立人が有利な裁決をかち得てももはや権利の回復ができず、せっかく得た裁決も実効を伴わない場合も起こりえる

だろう。 

（中略） 

 異議審理長又は国税不服審判所長は、必要があるときは、不服申立人の申立により、又は職権で徴収を猶予し、又

は滞納処分の続行を停止することができる。なお、徴収を猶予された場合には、その猶予をされた期間のうちその国

税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に対応する延滞税の二分の一に相当する金額が免除される（法第 63

条第 4項）。 

（徴収の猶予等が行われるのは、）「必要があると認めるとき」であり、実際には次の場合に徴収を猶予し、又は滞

納処分の続行を停止するものとされている（異議通達105 条関係 2）。 

(ｲ) 不服申立てに係る国税の全部又は一部につき取消が見込まれるとき。もっとも、処分の一部取消しにとどまる

場合には、猶予するのはその取消が見込まれる部分の国税に限る。 

(ﾛ) 右(ｲ)に該当しないが、不服申立に理由がないとも見込まれない場合において、不服申立人（納税者）の誠意

や資力の状況から見て、徴収の猶予等をしても徴収不足を生ずるおそれがないと認められるとき。 

(ﾊ) 不服申立てにある程度理由があり、かつ、滞納処分を執行することにより納税者の事業の継続又は生活の維持

を困難にするおそれがあるとき。 

（参考：志場喜徳郎ほか「国税通則法精解」p928） 

 

なお、更正の請求に基づく更正（当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を

含む。）により納付すべき税額が減少した国税に係る過納金等については、その金額に年 7.3%の割合を乗じて計算し

た金額を還付すべき金額に加算しなければならない旨規定がある（国税通則法第 58 条第 1項）。 

また、軽減後の延滞税及び還付等の割合については、租税特別措置法第 7章（特に 94 条及び 95 条）により、特例

が定められており、各年の特例基準割合（上述参照）が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合には、その年中にお

いては、当該特例基準割合とする旨規定がある。
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国税通則法 
第六十条  納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。  

一以下略  

２  延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限（純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸

入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等（石油石炭税法第十七条第三項 （引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付）

の規定により納付すべき石油石炭税を除く。）その他政令で定める国税については、政令で定める日）の翌日からその国税を完納する日までの期間の日

数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限（延納又は物納の許可の取消しがあつた場合に

は、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項（納税の猶予等の場合の延滞税の免除）において

同じ。）までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額と

する。  

３以下略 

 

第六十三条 略 

４  第二十三条第五項ただし書（更正の請求と国税の徴収との関係）その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予

をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間（前三項の規定により延滞税の免

除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。）に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。 

 

第百五条  国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴

収のため差し押えた財産の滞納処分（その例による処分を含む。以下この条において同じ。）による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあ

るとき、又は不服申立人（不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方）から別段の申出があるときを除き、その不服申立てに

ついての決定又は裁決があるまで、することができない。  

２  異議審理庁は、必要があると認めるときは、異議申立人の申立てにより、又は職権で、異議申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部

の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。  

３略 

４ 国税不服審判所長は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、第四十

三条及び第四十四条（徴収の所轄庁）の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長（以下この条において「徴収の所轄庁」という。）

の意見をきいたうえ、当該国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又は滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。 

５以下略 
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（参考 2）不法行為に基づく損害賠償債務に係る遅延利息について 

 

昭和 37 年 09 月 04 日 最高裁判決 

本件は、被上告人らが上告人の不法行為によりこうむつた損害の賠償債務の履行およびこの債務の履行遅滞による損害金

として昭和三元年一月二二日以降年五分の割合による金員の支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。そして、

右賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。したがつ

て、これと同趣旨に出でた原判決は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その他の論旨は、右と異る見解に立つ

て原判決を攻撃するにすぎず、論旨はすべて採用できない。 
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1.委員会審判 

 件数 

昭和 23年度 1 

昭和 24年度 11 

昭和 25年度 3 

昭和 27年度 1 

昭和 29年度 1 

昭和 31年度 1 

昭和 44年度 1 

（注）昭和 24 年以前においては、委員会審判のみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.委員会への直接陳述等 1（過去 10 年間） 

年度 2 委員会への 

直接陳述の件数

総審決数 3 

(本案審判審決数)
係属事件数 4 審判開催回数5 

平成18年度6 4 84(7) 100 132 

平成 17 年度 2 24(2) 134 224 

平成 16 年度 2 44(1) 130 236 

平成 15 年度 1 20(2) 140 137 

平成 14 年度 1 8(1) 83 79 

平成 13 年度 2 5(4) 61 75 

平成 12 年度 0 29(3) 22 50 

平成 11 年度 2 6(3) 43 69 

平成 10 年度 1 2(1) 34 58 

平成 9 年度 0 4(3) 10 39 

1 独占禁止法第 63 条は、「公正取引委員会は、第 56 条第 1 項の規定により審判官に審

判手続の全部又は一部を行わせた場合において、被審人又はその代理人の申出があると

きは、これらの者が直接公正取引委員会に対し陳述する機会を与えなければならない」

旨規定されている。 

2 審決が出された年度で分類したもの。 

3 勧告審決及び却下審決を除く。 

4 年度末時点における係属事件数。 

5 年度中に開催した審判数。 

6 平成 18 年 12 月 25 日までの数。 

 

委員会審判及び委員会への直接陳述について 

（参考）委員会審判及び審判官審判における委員会と審判官の役割の整理 

 審判指揮 審決案作成 委員会への直接陳述 審決 

委員会審判 
   

審判官審判 
    

 

委員会 
 

 

 

 

委員会 

審判官 委員会 


